
  【参考】

 

【雇用機会拡充事業 採択基準（H29.９.１ 改正要領）】 

○事業趣旨に合致する事業 

① 島外の需要を取り込み、島内の経済及び雇用を拡大させる事業であること 

（代表的な例：島を代表する産品及び観光のブランド化、販路拡大、付加価値向上、流通効

率化を図るものなど、主に島外の顧客を対象にして商品又はサービスを提供するもの） 

② 島内の生活や産業にとって必要不可欠な商品又はサービスにもかかわらず、現状で島内に提

供する事業者が存在しないため、島外の事業者に依存せざるを得ない状況を改善する事業 

③ 島外から事業所を移転して行う事業、島外から移住して創業する事業など、島への転入者数

の増加に直接的に効果があることが明確な事業 

④ 島外から人材を一元的に募集・確保して島内で不足する働き手として活用したり、業種ごと

の繁閑期に応じてマルチワーカーとして働けるような環境を創出したりする等、島内に働き

手を呼び込み、又は安定的な雇用を創出する効果がある事業 

 

※上記の①～④のうち、どの項目に合致した事業であるかを明確にして申請してください。 

 

○採択すべきではない事業 

事業の趣旨に合致しない以下のような事業 

① これまでの事業で支出していた経費の肩代わり、単なる老朽化設備・施設の更新・改修費、

元々採用が予定されていた者の人件費など、創業・事業拡大と支出経費の因果関係が明確に

説明できない経費が計上されている事業 

② 島内の同業他社との差別化を図ることが難しい商品又はサービスに係る事業であって、その

者のみを支援すると同業他社との競争関係を歪めかねない事業 

③ 短期的な需要や官公需を当て込んだ事業 

④ どのように対価を得て事業を営むか不明確な事業、行政からの補助金、助成金、業務委託等

によって業務を行う事業 

⑤ 他の補助金で実施した方が明らかに適切であると思われる事業 

 

【平成 30 年度雇用機会拡充事業予算額（屋久島町：昨年度からの継続事業者分を除く）】 

３，４００万円（創業支援６００万円×３件、事業拡大１，６００万円×１件） 

申請内容次第では創業、事業拡大の件数は増減する可能性があるが、あくまで予算の範囲内

で事業採択を行います。 

なお、事業採択された者は事業実施候補者として国へ進達し、国からの交付決定を経て、申

請者へ交付決定しますので、町で採択されても、交付決定できない場合がありますので、あら

かじめご了承ください。 

  



  【参考】

 

雇用拡充事業 負担割合一覧 

国 県 町 事業者 

５／１０ １／１０ １．５／１０ ２．５／１０ 

 

※交付金の上限 

 
上限 

国 

（5/10） 

県 

（1/10） 

町 

（1.5/10） 

事業者 

（2.5/10） 

創業支援 600 万円 300 万円 60 万円 90 万円 150 万円 

事業拡大 1600 万円 800 万円 160 万円 240 万円 400 万円 

〃（設備投資外） 1200 万円 600 万円 120 万円 180 万円 300 万円 

 


